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 ベトナム政府は、２００９年１０月３０日、外資系企業の月額最低賃金の引き上げを定めた政令No.98/2009/ND-CPを

公布し、２０１０年１月１日より施行しました。全国を第１～第４のエリアに分類し、各エリア毎に最低賃金を定めていま

す。 
改定後の外資系企業のエリア毎の月額最低賃金は以下の通りです。 

              （１ドン＝約０．００５円） 
地域 外資企業 

 現行 改定後 

●第１・エリア １２０万ドン １３４万ドン 

ハノイ市・ホーチミン市区部   

●第２・エリア １０８万ドン １１９万ドン 

ハノイ市一部郡部（ザーラム郡、ドンアイン郡、ソクソン郡、タインチー

郡、トゥーリエム郡、トゥオンティン郡、ホアイドゥク郡、ダンフォン郡、

タイックタット郡、クオックオアイ郡、ソンタイ町）、ホーチミン市の郡

部、北郡ハイフォン市の区部および一部郡部（トゥイグエン郡、アンズ

オン郡、アンラオ郡）、クアンニン省ハロン市、中部ダナン市全域、南

部ドンナイ省（ビエンホア市、ロンカイン町、ニョンチャック郡、ロンタイ

ン郡、ビンキュー郡、チャンボム郡）、ビンズオン省（トゥーザウモット

町、トゥアンアン郡、ジーアン郡、ベンカット郡、タンウエン郡）、バリア

ブンタウ省（ブンタウ市、バリア町、ｔンタイン郡）、南部カントー市の区

郡。 

  

●第３・エリア ９５万ドン １０４万ドン 

各省直轄市（２種以外）、ハノイ市の郡部（２種以外）、北部バクニン

省（トゥーソン町）、クエボ郡、ティエンズ一郡、イエンフォン郡）、バク

ザン省（ベトイエン郡、イエンズン郡）、フンイエン省（フンイエン町、ミ

ーハオ郡、バンラム郡、バンザン郡、イエンミー郡）、ハイズオン省（カ

ムザン郡、ナムサック郡、チリン郡、キムタイン郡、キムモン郡、ザーロ

ック郡、ビンザン郡、トゥーキー郡）、ビンフック省（フックイエン町、ビ

ンスエン郡）、ハイフォン市の郡部（２種以外）、クアンニン省（ウォンビ

ー町、カムファー町、ホアンボー郡）、中部クアンナム省（ディエンバ

ン郡、ダイロク郡）、中部高原ラムドン省バオロック町、中南部カイン

ホア省カムラン町、南部タイニン省以外の地域、ロンアン省（タンアン

町、ドックホア郡、ベンルック郡、カンドゥオク郡、カンズオック郡）、バ

リアブンタウ省（チャウドック郡、ロンディエン郡、ダットドー郡、スエン

モク郡）。 

  

●第４・エリア ９２万ドン １００万ドン 

その他の地域   

 


